
新潟県柏崎市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請要領 

 

令和５（２０２３）年１月 

柏 崎 市 財 務 部 

契 約 検 査 課 

 

令和５（２０２３）・６（２０２４）年度において、柏崎市及び柏崎市上下水道局が行

う建設工事に係る測量、調査及び建設コンサルタント等業務の一般競争入札、指名競争

入札及び随意契約の協議（以下、「競争入札」といいます。）に参加を希望しようとする方

は、新潟県柏崎市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程（平成２３年１月７

日告示第６号）及びこの要領に定めるところにより、競争入札等に参加する者に必要な

資格（以下「参加資格」といいます。）の審査（以下「資格審査」といいます。）の申請を

行ってください。 
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１ 申請方法 
 

１ 参加資格の種類及び資格審査を申請できる方 

 

下表の「資格業務」の、それぞれの業種（部門）ごとに資格審査を受付します。 

業種（部門）の詳細は、提出書類の入札参加希望業種（部門）一覧【第１号様式別紙

１】でご確認ください。また、資格審査を申請できる方は、下表の「資格審査を申請で

きる者」の欄に掲げる方です。 

資格業務 資格業務に係る業務内容 資格審査を申請できる者 

建設コンサルタント業務 土木建築に関する工事

の設計若しくは監理又は

土木建築に関する工事に

関する調査、企画、立案若

しくは助言 

１ 建設コンサルタント登録

規程（昭和５２年４月建設

省告示第７１７号）の規定

に基づき建設コンサルタン

トについての登録を受けて

いる者 

２ 当該業務の営業実績を有

する者 

地質調査業務 地質調査業者登録規程

（昭和５２年４月建設省

告示第７１８号）第２条

第１項に規定する地質調

査 

１ 地質調査業者登録規程の

規定に基づき地質調査業者

についての登録を受けてい

る者 

２ 当該業務の営業実績を有

する者 

補償コンサルタント業務 補償コンサルタント登

録規程（昭和５９年９月

建 設 省 告 示 第 １ ３ ４ １

号）第２条第１項に規定

する補償業務 

１ 補償コンサルタント登録

規程の規定に基づき補償コ

ンサルタントについての登

録を受けている者 

２ 当該業務の営業実績を有

する者 

測量業務 測量法（昭和２４年法

律第１８８号）第３条に

規定する測量及び当該測

量に付随する業務 

測量法の規定に基づき測量

業者として登録を受けている

者 

建築設計業務 建築物又は建築設備の

設計 

１ 建築士法（昭和２５年法

律第２０２号）の規定に基

づき一級建築士事務所の登

録を受けている者 

２ 建築士法施行規則（昭和

２５年建設省令第３８号）

の規定に基づき建築設備士

についての登録を受けてい

る者（以下「登録建築設備

士」という。）及び登録建築

設備士を有する者 

３ 建築設備の設計業務の営

業実績を有する者 
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土地家屋調査業務 不動産の表示に関する

登記につき必要な土地又

は家屋に関する調査、測

量又は申請手続 

 土地家屋調査士法（昭和２

５年法律第２２８号）の規定

に基づき土地家屋調査士とし

ての登録を受けている者及び

土地家屋調査士法人 

不動産鑑定評価業務  不動産の鑑定評価に関

する法律（昭和３８年法

律第１５２号）第２条第

１項に規定する不動産の

鑑定評価 

 不動産の鑑定評価に関する

法律の規定に基づき不動産鑑

定業者としての登録を受けて

いる者 

計量証明業務  計量法（平成４年法律

第５１号）第１０７条に

規定する計量証明 

計量法の規定に基づき計量

証明の事業を行う者としての

登録を受けている者 

調査・試験業務  雪氷、海洋、環境及び生

態系に関する調査並びに

路床路盤支持力試験（Ｃ

ＢＲ試験） 

当該業務の営業実績を有す

る者 

その他の業務  建設工事に係る測量、

調査等の業務であって上

記の業務以外のもの 

当該業務の営業実績を有す

る者 

 

 

２ 資格審査を申請することができない方 

 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４（同令第１６７条の１１第１項において準用す

る場合も含む。）第２項各号のいずれかに該当すると認められる者。また、その者を

代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様と

する。 

(2) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以

下同じ。）が経営に実質的に関与していると認められる者。 

(3) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者。 

(4) 暴力団員であると認められる者。 

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は

積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者。 

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者。 

(7) 法人であって、その役員（その支店又は営業所の代表者を含む。(8)において同

じ。）が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え

る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの。 

(8) 法人であって、その役員のうちに(4)から(6)までのいずれかに該当する者がある

もの。 
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(9) 柏崎市の市税、新潟県の県税、法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税の

いずれかについて、滞納がある者。 

 

 

３ 参加資格の有効期間 

 

参加資格の有効期間は、令和５（２０２３）年４月１日から令和７（２０２５）年３

月３１日までです。 

 

令和５（２０２３）年４月１日以降行う随時申請は、入札参加が認められた日から令

和７（２０２５）年３月３１日までです。 

 

 

４ 提出書類 

 

提出書類は、下表のとおりです。また、申請書の様式は、柏崎市ホームページからダ

ウンロードしてください。 

  市内事業者 市外事業者 様式番号  

① 提出書類チェックシート（建設コンサルタント等） １ 部  

② 建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書（兼入力票）                 １ 部（注１） 第１号様式 

③ 入札参加希望業種（部門）一覧（兼入力票） １ 部 
第１号様式 

別紙１ 

④ 入札参加希望業種（部門）実績（兼入力票） １ 部 
第１号様式 

別紙２ 

⑤ 営業所（主たる営業所を除く）一覧表（兼入力票） １ 部 第２号様式 

⑥ 技術職員調書（兼入力票） １ 部（注１） 第３号様式 

⑦ 技術職員経歴書 １ 部（注２）  

⑧ 暴力団等の排除に関する誓約書 １部 第４号様式 

⑨ 
委任状（様式は任意とし、契約権限を支店・営業所に委任を

する方のみ提出。） 
１ 部  

⑩ 柏崎市の納税証明書（使用目的が「柏崎市入札参加」・写し可） １ 部   

⑪ 

 

 

 

県内事業者：新潟県の納税証明書（未納税額のない証明・写し可） 

県外事業者：法人税又は所得税の納税証明書（未納税額のない

証明・写し可） 

※県内事業者とは、県内に本店を有する事業者及び県内の支店・

営業所に契約権限を委任する事業者 

 １ 部  

⑫ 

 

消費税及び地方消費税の納税証明書（未納税額のない証明・

写し可） 
１ 部  

⑬ 
登録を受けていることを証する書面（現況報告書又は登録証

明書・写し可） 
１ 部（注３）  

⑭ 営業実績があることを証する書面 １ 部（注４）  
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【記載の注意事項】 

● 提出書類②～⑥中「入札整理番号」欄及び市区町村・大字コードの記入は不要です。 

注１ 職員数は、直前の事業年度の終了の日（以下、審査基準日という。）の人数を記

載してください。 

注２ 建設コンサルタント業務、地質調査業務又は補償コンサルタント業務を申請す

る方で、それぞれの登録規程に基づく現況報告書を提出する方は、提出を省略す

ることができます。 

注３ 建設コンサルタント業務、地質調査業務又は補償コンサルタント業務のうちそ

れぞれ登録規程に基づく登録を受けている部門について申請する方は、国土交通

大臣の確認を受けた現況報告書又は登録証明書（いずれも写し可）を提出してく

ださい。 

測量業務、一級建築設計業務、建築設備設計業務（実績により申請する場合を

除く）、土地家屋調査業務、不動産鑑定評価業務又は計量証明業務を申請する方は

それぞれの登録証明書等（写し）を提出してください。 

注４ 建設コンサルタント業務、地質調査業務又は補償コンサルタント業務のうちそ

れぞれの登録規程に基づく登録を受けていない部門について申請する方及び建

築設備設計業務（実績により申請する場合）、調査・試験業務又はその他の業務を

申請する方は、当該業務の実績を確認できる契約書又は仕様書等の写しを提出し

てください。その際、どの部門に関するものか分かるようにインデックスを付け

てください。（それぞれ２件程度） 

【その他の注意事項】 

(1) 市内事業者とは、市内に本店を有する者及び市内の支店・営業所に契約権限を委

任する者です。 

(2) Ａ４縦ファイル綴り（①～⑭の順）で、背表紙に会社名を記入し提出ください。 

(3) 納税証明書について 

ア ⑫は、課税・非課税事業者を問わず提出してください。 

イ 新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に納税が困難となり、国税や

地方税の納税が猶予されている場合、次のとおり納税の猶予を受けていること

が確認できる書類又はその写しを提出してください。 

〇法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税 

「納税の猶予許可通知書」又は「納税証明書（その１）」 

〇新潟県の県税又は柏崎市の市税 

「徴収猶予許可通知書」 

 

５ 提出部数 

 

正本を１部提出してください。（随時申請も 1 部とします。） 
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６ 提出先 

 

柏崎市役所４階 財務部契約検査課 契約係 

 

※ 提出方法は、持参、郵送又は電子申請とします。 

また、受付印などの返信が必要な場合は、返信用封筒又はハガキを同封してくだ

さい。 

※ 電子申請の場合は、柏崎市ホームページの入力フォームで登録、申請を行って

ください。 

※ 電子メール及びＦＡＸでの提出は受け付けません。 

 

 

７ 申請期間 

 

定期申請 令和５（２０２３）年 2 月 1 日（水）から２月２８日（火）まで 

※ 郵送の場合は、２月２８日（火）までの消印有効とします。 

随時申請 令和５（２０２３）年 4 月 1 日（土）から開始します。 

 

 

※ いずれも土曜日、日曜日、祝日を除く午前８時３０分から午後５時まで（正午か

ら午後１時までを除く） 

※ 随時申請の場合、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日までの間）は受け付

けていません。 

 

 

８ 委任状を提出する際の留意事項 

 

委任状を提出する場合は、次の事項に留意のうえ提出してください。なお、委任状の

様式は、任意です。 

(1) 委任をする方は、本人（法人の場合は代表者。以下同じ。）であること。 

(2) 委任を受ける方は、主たる営業所に代わって柏崎市との建設コンサルタント等業

務の委託契約について、すべての責任を負う営業所の代表者であること。 

(3) 委任する内容に、参加資格の有効期限を通じて、柏崎市が発注する建設コンサル

タント等業務に係る本人の入札、見積、代金請求その他契約に関する行為のすべて

が含まれていること。 

(4) 委任状の提出先（あて名）は、「柏崎市長 ○○ ○○」であること。 
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９ 参加資格の追加申請 

 

参加資格の追加申請（業種追加）をする場合は、以下のものを提出してください。 

この時、「入札参加希望業種（部門）一覧」【第１号様式別紙１】の欄には、追加申請

する業種のみを記入し、「入札参加希望業種（部門）実績」【第１号様式別紙２】には、

追加申請する業種の属する業務に係る欄のみを使用してください。 

  市内事業者 市外事業者 様式番号  

① 建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書（兼入力票）                 １ 部 第１号様式 

② 入札参加希望業種（部門）一覧（兼入力票） １ 部 
第１号様式 

別紙１ 

③ 入札参加希望業種（部門）実績（兼入力票） １ 部 
第１号様式 

別紙２ 

⑤ 技術職員調書（兼入力票） １ 部 第３号様式 

⑥ 技術職員経歴書 １ 部  

⑪ 登録を受けていることを証する書面（登録証明書・現況報告書） １ 部  

⑫ 営業実績があることを証する書面 １ 部  

 

 なお、既に建設コンサルタント、地質調査及び補償コンサルタントの各業種（部門）の

入札参加資格を有する方が、各登録規程等に基づく登録部門の追加、抹消があった場合

は、変更等届出書【第６号様式】を提出してください。（「10 申請内容に変更等があっ

た場合」参照） 

 

 

１０ 申請内容に変更等があった場合 

 

(1) 申請書を提出した後に次に掲げる事項に変更があった場合は、「変更等届出書」

【第６号様式】に必要な書類を添えて、提出してください。 

 

 変更事項 添付書類 

① 商号又は名称 
法人の登記事項証明書又はその写し 

（登記している者に限る。以下同じ。） 

② 
営業所の名称、所在地（郵便番号）、

電話番号又はＥメールアドレス 

所在地の変更の場合は、法人の登記事項証明書 

又はその写し 

③ 法人の代表者（又はその氏名） 法人の登記事項証明書又はその写し 

④ 代理人（又はその氏名） 委任状 
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⑤ 

既に入札参加資格を得ている業種に

係る登録 

（建設コンサルタント登録規程、地

質調査業者登録規程、又は補償コン

サルタント登録規程に基づく各登録

資格の取得又は抹消があった場合を

いいます。） 

ア 実績による入札参加資格を得ていた業種

で、新たに登録規程に基づく登録をした場合 

 ・登録証明書の写し 

イ 登録規程に基づく登録によって入札参加資

格を得ていた業種で、その登録を抹消された

が、当該業種の実績により参加資格の継続を

希望する場合 

 ・当該業種の実績があることを証する書類 

  （契約書の写し等） 

※当該業種の参加資格を希望しない場合、又は

当該業種の実績がない場合は、当該業種につ

いて廃業等届出書【第７号様式】を提出してく

ださい。 

⑥ 営業所の新設又は廃止 

・新設の場合は、新たな代理人に対する「委任状」

及び「営業所（主たる営業所を除く）一覧表【第

2 号様式】」に該当営業所について記載したもの 

・廃止の場合は、添付書類は不要です。 

 

(2) 申請書を提出した後に申請者が死亡、合併等により解散又は事業の譲渡、会社

の分割等を行ったときは、次のとおりとなります。 

ア 参加資格が認定される前の場合 

資格審査の申請は、無効となります。 

イ 参加資格が認定された後の場合 

(ｱ) 参加資格の継続を希望する場合 

建設コンサルタント等業務入札参加資格承継申請書【第５号様式】を提出

してください。審査の上適当と認められれば、参加資格が認められます。 

(ｲ) 参加資格の継続を希望しない場合 

廃業届等届出書【第７号様式】を提出してください。 

 

 

１１ 問い合わせ先 

 

〒９４５－８５１１ 新潟県柏崎市日石町２番１号 

柏崎市 財務部 契約検査課 契約係（柏崎市役所４階） 

ＴＥＬ：代表０２５７－２３－５１１１（内線４８０１、４８０２、４８０３） 

 直通０２５７－２１－２３１３ 

ＦＡＸ：０２５７－２３－５１１６ 

e-mail：kensa@city.kashiwazaki.lg.jp 
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記入例 
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第１号様式 

 第
１

号
様

式 令
和

５
・

６
年

度
に

お
い

て
、

新
潟

県
で

行
う

測
量

・
建

設
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

等
業

務
に

係
る

入
札

に
参

加
す

る
資

格
の

審
査

を
申

請
し

ま
す

。

な
お

、
こ

の
申

請
書

及
び

添
付

書
類

の
内

容
に

つ
い

て
は

、
事

実
と

相
違

な
い

こ
と

を
誓

約
し

ま
す

。
○

年
□

月
△

日

柏
崎

市
長

櫻
井

　
雅

浩
　

　
様

7
9

10

Ｂ

フ
リ

ガ
ナ

11
50

51
66

67
69

70
72

・
フ

リ
ガ

ナ
73

10
0

11
2

11
3

15
2

15
3

15
9

－
16
0

17
1

10
19

7
9

20
22

年
23

37

人
28

42

人
33

47

人

Ｂ
０

 
２

 
営

業
年

数

技
術

職
員

数

３
０

,
０

０
０

３
０

 

２
０

 

カ
シ

ワ
ザ

キ
タ

ロ
ウ

そ
の

他
職

員
数

事
務

職
員

数

千
円

柏
崎

　
太

郎

新
潟

県
柏

崎
市

日
石

町
２

－
１

９
４

５
 

８
５

１
１

 

５
 

３
 

ニ
ッ

セ
キ

チ
ョ

ウ

郵
便

番
号

電
話

番
号

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号

項
　

番
自

己
資

本
額

0
2
5
7
-
2
3
-
5
1
1
1

0
2
5
7
-
2
3
-
5
1
1
6

カ
シ

ワ
ザ

キ
セ

ッ
ケ

イ
ジ

ム
シ

ョ

代
表

者
の

氏
名

ニ
イ

ガ
タ

ケ
ン

　
カ

シ
ワ

ザ
キ

シ

市
区

町
村

・
大

字
コ

ー
ド

都
道

府
県

・

（
株

）
柏

崎
設

計
事

務
所

項
　

番
参

加
資

格
区

分

０
 

１
 

主  た  る  営  業  所

商
号

又
は

名
称

市
区

郡
町

村
名

所
在

地

建
設
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
等
業
務
入
札
参
加

資
格
審
査
申
請
書
（

兼
入
力
票
）

申
請

区
分

申
請

者
新

潟
県

柏
崎

市
日

石
町

２
番

１
号

株
式

会
社

　
柏

崎
設

計
事

務
所

入
札

整
理

番
号

1
6

令
和

法
人

の
場

合
は

、
商

号
又

は

－
代

表
取

締
役

　
柏

崎
　

太
郎

Ｍ
ａ

ｉ
ｌ

総
務

課
（

日
石

　
次

郎
）

0
2
5
7
-
1
2
-
3
4
5
6

0
2
5
7
-
3
4
-
5
6
7
8

a
b
c
d
e
f
@
e
f
g
.
h
i
j
k
.
n
e
.
j
p

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

記
載

担
当

者

部
署

・
氏

名

電
話

番
号

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号

１
：

新
規

→
R3

･4
年

度
で
入

札
参

加
を

認
め

ら
れ
て

い
な

い
方

が
、
申

請
す

る
場
合

（
随

時
申

請
も
新

規
に

含
ま

れ
ま
す

。
）

２
：

継
続

→
R3

.4
年

度
で
入

札
参

加
を

認
め

ら
れ
て

い
る

方
が

、
定
期

申
請

に
よ
り

、
R5

･6
年

度
の
申

請
を

す
る

場
合
。

３
：

業
種

追
加

→
業

種
の
追

加
を

申
請

す
る
場

合
。

記
入

不
要

記
入
不

要

記
入

不
要

・
ビ
ル

名
称
等

は
記

入
し

な
い

・
「
丁

目
」
「

番
地

」
等

は
「
－

（
ハ

イ
フ
ン

）
」

に
よ

り
記
載

・
直
前

決
算

の
自

己
資

本
額
を

記
入
（

貸
借

対
照

表
純
資

産
の

部
「

純
資

産
の
合

計
」
の

額
を

記
入

・
入

札
に
参

加
希

望
す

る
業
種

を
開
始

し
た

日
か

ら
、

審
査
基

準
日

ま
で

の
営

業
年

数
を

記
入

・
２

以
上
の

業
種

に
つ

い
て
入

札
参
加

資
格

を
希

望
す

る
場
合

は
、

最
も

古
い

事
業

開
始

の
日

か
ら

営
業

年
数
を

記
入

・
審

査
基
準

日
に

お
け

る
職
員

の
う
ち

、
「

技
術

職
員

調
書
【

第
3号

様
式
】

」
に

掲
げ
る

資
格
を

有
す

る
方

（
技

術
職
員

）
を

記
入

（
職

員
と
は

、
期

間
の

定
め
が

な
く
雇

用
さ

れ
て

い
る

使
用
人

、
個

人
事

業
者
の

事
業
主

、
法

人
事

業
者

の
常
勤

役
員

で
あ

り
、

監
査
役

は
含
ま

れ
ま

せ
ん

。
（
事

務

職
員

、
そ
の

他
職

員
も

同
様
。

）
）
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第１号様式 別記１ 

 第
１

号
様

式

1
6

7
9

－
Ｂ

０
 

1
1

 
 
1
2

1
1

 
 
1
2

1
0
　

※
１

※
２

※
３

※
４

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
、

地
質

調
査

、
補

償
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト

の
う

ち
、

そ
れ

ぞ
れ

登
録

を
受

け
て

い
な

い
部

門
に

つ
い

て
申

請
す

る
場

合

調
査

・
試

験
、

そ
の

他
の

業
務

を
申

請
す

る
場

合

建
築

設
備

設
計

部
門

を
実

績
に

よ
り

申
請

す
る

場
合

測
量

、
一

級
建

築
士

部
門

、
土

地
家

屋
調

査
、

不
動

産
鑑

定
、

計
量

証
明

を
申

請
す

る
場

合
　

そ
れ

ぞ
れ

の
登

録
証

明
書

（
写

）
が

必
要

　
当

該
業

務
の

実
績

を
2
件

程
度

、
契

約
書

等
（

契
約

名
か

ら
は

業
務

内
容

が
明

確
で

な
い

場
合

は
仕

様
書

等
）

の
写

し
を

提
出

。
な

お
、

実
績

の
有

効
期

限
は

設
け

て
い

な
い

。

別
紙

１

コ
ー

ド

鉄
道

Ａ
 
1
3

１
 

都
市

計
画

及
び

地
方

計
画

造
園

上
水

道
及

び
工

業
用

水
道

下
水

道
１

 

１
 

（
※

４
）

Ｃ
 
７

Ａ
 
９

建
設

環
境

ト
ン

ネ
ル

施
工

計
画

、
施

工

設
備

及
び

積
算

Ａ
 
1
8

Ａ
 
1
4

Ａ
 
1
2

測 　 量

Ｃ
 
６

土
地

家
屋

調
査

Ｄ
 
３

土
質

及
び

基
礎

地
質

農
業

土
木

Ｆ
 
１

簡
易

設
計

一
級

建
築

設
計

建 築 設 計
建

築
設

備
設

計

Ｅ
 
１

１
 

１
 

１
 

Ａ
 
1
6

１
 

１
 

Ａ
 
1
7

Ａ
 
８

機
械

鋼
構

造
及

び
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ

入
札
参
加
希
望
業
種
（
部
門
）
一
覧
（
兼
入
力
票
）

Ｃ
 
３

１
 

Ｃ
 
１

１
 

Ｃ
 
２

Ｂ
 
１

１
 

水
産

土
木

電
気

電
子

Ａ
 
2
1

（
※

１
）

１
 

Ａ
 
2
0

（
※

４
）

補  償  コ  ン  サ  ル

物
件

Ｅ
 
２

１
 

（
※

３
）

Ｃ
 
５

１
 

１
 

（
※

４
）

Ｃ
 
８

１
 

（
※

１
）

Ｄ
 
２

Ｄ
 
１

１
 

（
※

４
）

１
 

補
償

関
連

総
合

補
償

一
般

測
量

航
空

測
量

建 　 設 　 コ 　 ン 　 サ 　 ル 　 タ 　 ン 　 ト

Ａ
 
１

Ａ
 
２

Ａ
 
３

Ａ
 
４

Ａ
 
７

１
 

１
 

１
 

Ａ
 
1
0

１
 

Ａ
 
1
1

１
 

１
 

１
 

１
 

１
 

Ａ
 
1
5

１
 

森
林

土
木

河
川
、
砂
防
及

び
海
岸
・
海
洋

港
湾

及
び

空
港

３
 

１
 

Ａ
 
５

Ａ
 
６

電
力

土
木

道
路

 
 
1
2

入
札

整
理

番
号

項
　

番

業
　

種
　

（
 
部

 
 
門

 
）

業
 
 
種

 
（

 
部

 
 
門

 
）

業
 
 
種

 
（

 
部

 
 
門

 
）

 
1
0

 
 
1
3

 
1
0

入
札

参
加

希
望

業
種

入
札

参
加

登
録

資
格

入
札

参
加

登
録

資
格

希
望

業
種

の
有

無
希

望
業

種
の

有
無

コ
ー

ド
コ

ー
ド

 
 
1
3

1
1

１
 

計
量

証
明

調 査 ・ 試 験

Ｉ
 
３

１
 

Ｉ
 
４

Ｈ
 
１

I
 
５

不
動

産
鑑

定

Ｃ
Ｂ

Ｒ
調

査

雪
氷

調
査

海
洋

調
査

Ｉ
 
１

環
境

調
査

生
態

系
調

査

Ｉ
 
２

Ｇ
 
１

機
械

工
作

物

Ａ
 
1
9

営
業

補
償

・
特

殊
補

償

地
質

調
査

事
業

損
失

土
地

区
画

整
理

業
務

土
地

調
査

土
地

評
価

１
 

１
 

廃
棄

物

１
 

（
※

１
）

（
※

４
）

Ｃ
 
４

施
設

管
理

委
託

業
務

交
通

量
調

査
業

務

Ｊ
 
４

そ
の

他
の

希
望

者
は

、
そ

の
内

容
を

記
載

す
る

こ
と

。

(
1
5
文

字
以

内
)

１
 

Ｊ
 
３

そ 　 　 の 　 　 他

そ
の

他

Ｊ
 
１

Ｊ
 
２

記
入

不
要

・
入

札
参

加
に

希
望

す
る

業
種

の
欄

に
「

１
」

を
記

入

・
登

録
規

程
に

基
づ

く
登

録
を

受
け

て
い

る
場
合

は
、

該
当

の
部

門
に

「
１

」
を

記
入

。
現

況
報

告
書

の
副

本
（

写
）
又

は
登

録
証

明
書

（
写

）
の

提
出

が
必

要

（
※

２
）
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第１号様式 別記２ 

 第
１

号
様

式

7
9

－
Ｂ

０
 
４

 

11
  

 1
2

20

１
 
３

 
６

 
３

 
４

 
７

 
1

5
3
8

4
8

1
1
8

8
4

6
第

建
00

-0
00

号
2

3
年

4
月

1
5

日

２
 
２

 
０

 
７

 
８

 
2

4
4

3
2

1
9

7
2

5
第

質
11

-1
11

号
2

4
年

1
0

月
5

日

３
 
８

 
１

 
２

 
２

 
5

0
2

4
4

2
6

0
0

1
第

補
22

-2
22

号
2

6
年

8
月

8
日

第
号

年
月

日

第
号

年
月

日

第
号

年
月

日

第
号

年
月

日

第
号

年
月

日

１
 
９

 
６

 
５

 
４

 
７

 
2

2
8
5

2
4

1
6
4

5
7

2
合

計

建
築

設
計

業
務

土
地

家
屋

調
査

業
務

不
動

産
鑑

定
評

価
業

務

計
量

証
明

業
務

補
償

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
業

務

測
量

業
務

別
紙

２

(単
位

：
千

円
（

千
円

未
満

切
捨

て
）

）

そ
の

他
業

務

希
 望

 業
 種

 区
 分

１
年
　
６
月

  
 ～

　
２

年
　
５
月

調
査

・
試

験
業

務

Ｄ
 ０

Ｃ
 ０

1

２
年
　
６

月
  
～
　

３
年
　
５
月

建
設

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
業

務

 1
0

直
前

２
年

度
の

年
間

平
均

実
績

高
入

 札
 参

 加
 資

 格
前

年
度

分
決

算
前

々
年

度
分

決
算

Ａ
 ０

入
札

整
理

番
号

Ｂ
 ０

地
質

調
査

業
務

入
札
参

加
希

望
業
種

（
部

門
）

実
績

（
兼

入
力
票

）

コ
ー

ド
登

　
録

　
年

　
月

　
日

6

登
 録

 番
 号

項
　

番

平
成

平
成

平
成

Ｊ
 ０

Ｅ
 ０

Ｇ
 ０

Ｉ
 ０

Ｈ
 ０

Ｆ
 ０

記
入
不
要

前
年
度

の
直
前
の

事
業
年

度

審
査
を

姿
勢
を
す
る

の
直

前
の

事
業
年
度

・
入
札
参
加

を
希
望
す

る
業
種
ご
と

に
、
登
録
状

況
に
つ
い

て
、

登
録
番
号
及

び
登
録
年

月
日
を
記
入

。
・
一
の
業
種

で
異
な
る

登
録
番
号
又

は
登
録
年
月

日
が
あ
る

場
合

は
、
そ
れ
ぞ

れ
２
段
（

又
は
３
段
）

で
記
入
し

て
く
だ
さ
い

。

※
審
査
基

準
日
の
直

近
２

年
度
の

各
事
業
年
度

に

お
け
る
当

該
業
務
の
実

績
高
を
合

計
し
た
額
を

２
で
除
し
て

得
た
額
を
、

千
円
単
位
で

右
詰
め
で

記

入
し
て
く

だ
さ
い
。

（
千

円
未
満
の

端
数
切
り

捨

て
）
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第２号様式 

 第
２

号
様

式

12
51

7
9

10
11

52
91

92
13
1

13
2

13
4

13
5

13
7

13
8

14
4

14
5

15
6

Ｆ
Ａ

Ｘ
番

号

Ｂ

営
業
所

（
主

た
る

営
業

所
を

除
く

)一
覧

表
（

兼
入

力
票

）
 

連
　

絡
　

方
　

法

郵
便

番
号

－

電
話

番
号

e
-

m
a

i
l

営
  

業
  

所
  

の

都
道

府
県

市
区

郡
町

村
名

所
在

地

営
業

所
の

代
表

者
の

氏
名

－

6

所
　

  
在

  
　

地
市

区
町

村
・

1

項
　

番
営

業
所

番
号

営
業

所
の

名
称

入
札

整
理

番
号

０
 

５
 

大
字

コ
ー

ド
・

記
入
不

要

記
入
不
要

記
入

不
要

・
主
た
る

営
業
所
に

代
わ

っ
て
、
柏
崎

市
と
の
委

託
契
約
を

締
結
す
る
営

業
所
を
申

請
す

る
場
合
に
記

載
（
委
任

先
が
な
い

場
合
は
、

提
出

不
要
）
。
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第３号様式 

 第
３

号
様

式

1
6

7
9

12
15

12
15

農
業

部
門

人
　

　
数

10
11

項
　

番 コ
ー

ド
人

　
　

数

10
11

コ
ー

ド

０
 

資
　

　
　

　
　

　
格

　
　

　
　

　
　

名

技
　

術
　
職

　
員

　
調
　

書
（
兼

入
力

票
）

５

電
気

電
子

部
門

１
０ ７ ２

６
 

１

資
　

　
　

　
　

　
格

　
　

　
　

　
　

名

建
築

設
備

士
0

1

21

2 31 2 13

2

不
動

産
鑑

定
士

3

1

2

入
札

整
理

番
号

－

人人 人

2

0 0 1

１ ２

Ｂ

一
級

建
築

士

二
級

建
築

士

二
級

土
木

施
工

管
理

技
士

環
境

計
量

士

一
級

土
木

施
工

管
理

技
士

測
量

士

測
量

士
補

2

土
地

区
画

整
理

士

土
地

家
屋

調
査

士

3
43

3
不

動
産

鑑
定

士
補

総
合

技
術

監
理

部
門

（
地

質
を

除
く

対
象

科
目

）

建
設

部
門

森
林

部
門

上
下

水
道

部
門

人

機
械

部
門

人 人 人

技 　 術 　 士

人人人

4
4

4
0

4
31 2

4 4
地

質
調

査

4 4
6 7 8

水
産

部
門

44
5

人人人

人 人

衛
生

工
学

部
門

4
9

人人 人 人 人 人 人 人

１ １

人

情
報

工
学

部
門

5
0

総
合

技
術

監
理

部
門

（
地

質
調

査
）

5
1

3

記
入
不

要

「
技
術
職

員
経
歴

書
」
に

記
載
す
る

職
員
が

保
有
す

る
資
格

を
記
載
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技術職員経歴書 

 

学
校

の
種

類
専

攻
学

科
名

　
　

　
称

1
柏

崎
　

一
郎

高
等

学
校

土
木

科
測

量
士

S
62

年
10

月
1
日

市
道

11
-1

11
線

用
地

測
量

　
主

任
技

術
者

25
年

6
月

2
柏

崎
　

次
郎

専
門

学
校

測
量

科
測

量
士

H
3
年

7
月

30
日

下
水

道
流

域
測

量
　

主
任

技
術

者
20

年
3
月

3
〃

〃
〃

１
級
土

木
施

工
管
理

技
士

H
5
年

3
月

10
日

市
道

△
線

道
路
改

良
工

事
設

計
業

務
　

管
理

技
術

者
18

年
3
月

4
柏

崎
　

三
郎

大
学

土
木

工
学

科
技

術
士

　
建

設
部

門
H

10
年

3
月

20
日

○
○

橋
建

設
工

事
設

計
業

務
　

照
査

技
術

者
15

年
8
月

5
年

月
日

年
月

6
年

月
日

年
月

7
年

月
日

年
月

8
年

月
日

年
月

9
年

月
日

年
月

10
年

月
日

年
月

11
年

月
日

年
月

12
年

月
日

年
月

13
年

月
日

年
月

14
年

月
日

年
月

15
年

月
日

年
月

16
年

月
日

年
月

17
年

月
日

年
月

18
年

月
日

年
月

19
年

月
日

年
月

20
年

月
日

年
月

実
務

経
験

年
月

数
取

　
得

　
年

　
月

　
日

技
　
　
　
術

　
　
　
職
　

　
　
員
　

　
　
経
　
　

　
歴
　
　

　
書

氏
　

　
名

最
  

終
  

学
  

歴
法

　
令

　
等

　
に

　
よ

　
る

　
免

　
許

　
等

実
　

　
　

　
務

　
　

　
　

経
　

　
　

　
験

・
建

設
コ
ン

サ
ル

タ
ン
ト

、
地

質
調

査
、
補

償
コ

ン
サ
ル

タ
ン
ト

の
入

札
参
加

資
格

を
申

請
す

る
場
合

で
、

そ
れ
ぞ

れ
の
登

録
規

程
に
基

づ
く

現
況

報
告

書
（
写

し
可
・

財
務

諸
表
部

分
は

不
要
）

を
提

出
す

る
場
合

は
、

当
該

書
類

で
代
用

で
き
る

た
め

、
本

様
式

の
添
付

省
略

が
可
能
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第４号様式 

 

暴力団等の排除に関する誓約書 

 

令和 ５年○○月△△日 

柏崎市長 櫻井 雅浩 様 

 

住所（所在地）新潟県柏崎市日石町２番１号 

商号又は名称 株式会社 柏崎設計事務所 

代表者職・氏名 代表取締役 柏崎 太郎 

 

私は、次の事項について、いずれにも該当しないことを誓約いたします。 

また、次の事項に該当することとなった場合には、速やかに届け出るとともに、参加資格

の取消しなど、市の行う一切の措置について異議申立てを行いません。 

 

 

１ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が経営に実

質的に関与していると認められる者 

 

２ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員を利用していると認められる者 

 

３ 暴力団員と認められる者 

 

４ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的

に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者 

 

５ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

 

６ 法人にあっては、その役員（その支店又は営業所の代表者を含む。７において同じ。）が、

自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの 

 

７ 法人にあっては、その役員のうちに３から５までのいずれかに該当する者があるもの 

 

  

定期申請又は随時申請で一度提出すれば、

その後の代表者変更等で、改めて提出する

必要は、ありません。 
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第５号様式 

 

 入札整理番号       

 

建設コンサルタント等業務入札参加資格承継申請書 

 

令和 ５年○○月△△日   

 

   柏崎市長 櫻井 雅浩 様 

 

住    所 新潟県柏崎市日石町２番１号 

商号又は名称 株式会社 柏崎設計事務所 

代表者の氏名 代表取締役 柏崎 太郎 

 

  このたび、下記により営業又は事業に係る権利義務の全部を承継し、貴市の建設コンサルタン

ト等業務の委託の入札に参加したいので、建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程第８

条の規定により申請します。 

  なお、この申請書及び添付書類の記載事項については、事実と相違ないことを誓約します。 

 

記 

 

１ 被承継人の住所及び商号又は名称 

柏崎市中央町５番５０号 

中央設計事務所 

 

２ 承継した入札参加資格の業種（部門） 

建設コンサルタント（道路）（鋼構造及びコンクリート）測量（一般測量） 

 

 

３ 承継した年月日 

   令和 ■年○○月△△日 

 

 

４ 承継の理由 

事業譲渡 
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第６号様式 

 

 入札整理番号       

 

変  更  等  届  出  書 

令和 ５年○○月△△日   

   柏崎市長 櫻井 雅浩 様 

 

住    所 新潟県柏崎市日石町２番１号 

商号又は名称 株式会社 柏崎設計事務所 

代表者の氏名 代表取締役 柏崎 太郎 

 

  提出してある建設コンサルタント等業務入札参加資格審査申請書及び添付書類の事項のうち、

次の事項について下記のとおり変更等があったので、届け出ます。 

 ⑴ 商号又は名称 ⑵ 営業所の名称（郵便番号）所在地 

又は電話番号 

 ⑶ 法人の代表者の氏名 ⑷ 代理人の氏名 

 ⑸ 参加資格に係る登録部門 ⑹ 営業所の新設又は廃止 

記 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日 

代理人の氏名 柏崎 次郎 柏崎 史郎 令和 ■年○○月△△日

   令和  年  月  日

   令和  年  月  日

   令和  年  月  日

 注１ 営業所の新設の場合は、変更事項欄に「営業所の新設」と記載し、変更前欄は空欄とし、

変更後欄に新設した営業所の名称を、変更年月日欄に営業所を新設した日を記載すること。 

  ２ 営業所の廃止の場合は、変更事項欄に「営業所の廃止」と記載し、変更前欄に廃止した営

業所の名称を記載し、変更後欄は空欄とし、変更年月日欄に営業所を廃止した日を記載する

こと。 

 

 添付書類 

  ⑴ 商号又は名称の変更の場合は、法人の登記事項証明書又はその写し（登記をしている者に

限る。以下同じ。） 

  ⑵ 営業所の所在地の変更の場合は、法人の登記事項証明書又はその写し 

  ⑶ 法人の代表者の氏名の変更の場合は、法人の登記事項証明書又はその写し 

  ⑷ 代理人の氏名の変更の場合は、委任状 

  ⑸ 参加資格に係る登録部門の変更の場合は、登録証明書の写しその他変更内容を明らかにす

る書類 

  ⑹ 営業所の新設の場合は、新たな代理人に対する委任状及び柏崎市建設コンサルタント等業

務入札参加資格審査規程別記第２号様式に当該営業所について記載したもの 
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第７号様式 

 

 入札整理番号       

 

廃  業  等  届  出  書 

令和 ５年○○月△△日   

 

   柏崎市長 櫻井 雅浩 様 

 

住    所 新潟県柏崎市日石町２番１号 

商号又は名称 株式会社 柏崎設計事務所 

代表者の氏名 代表取締役 柏崎 太郎 

 

  下記のとおり
廃 業 し た
辞退したい

ので、柏崎市建設コンサルタント等業務入札参加資格審査規程第１０

条の規定により届け出ます。 

 

記 

 

１ 届出をする理由 

 

⑴ 参加資格者が死亡したため 

 

 

⑵ 参加資格者が解散したため 

 

 

⑶ 参加資格者が別表第２の右欄に掲げる者に該当しなくなったため 

該当しなくなった参加資格の種類 

 

 

⑷ 参加資格を辞退したいため 

辞退する参加資格の種類 

建設コンサルタント（道路）（鋼構造及びコンクリート）測量（一般測量） 

 

 

２ 事実発生年月日 

令和 ■年○○月△△日 

 

・該当しない方を二重線で抹消する。 

・該当する番号のいずれかを○で囲み、一部

を廃業する場合は、その種類を記載してくだ

さい。 


